
 

 

 

 

二級河川における治水協定の締結について 

 

１ 要旨 

(1)  昨年の台風 19号等を受けて，国が策定した「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」

（令和元年 12月）に基づき，ダムの利水容量の一部を洪水調節に活用する事前放流に向けて，利水

事業者等の関係者と治水協定の締結に向けて協議を進めてきた。 

(2) 知事管理の二級河川のうち３水系（沼田川，二河川，黒瀬川）について，関係者との協議が整った

ため，8月31日付けで治水協定を締結する。 

(3)  今回の締結により，河川法の適用を受けるダムが存する県内の二級河川（６水系 11ダム）におい

て，全て協定締結が終了する。 

 

２ 協定者 

水系名 河川名 ダム名 ダム管理者 協定締結者 

二 E

に

AAE河 E

こう

AA

E川 E

がわ

 

二河川 本庄ダム 呉市 
広島県 
呉市(上水) 

黒瀬川 黒瀬川 
二級ダム 広島県 広島県 

呉市(工業用水) 
中国電力（株）(発電) 三永ダム 呉市 

沼田川 

AE椋 E

むく

AAE梨 E

なし

AAE川 E

がわ

 椋梨ダム 
広島県 

広島県 
三原市(農業用水) 
広島県公営企業管理者(上水) 
三原市水道事業(上水)  
東広島市水道事業(上水) 
中国電力（株）(発電) 

沼田川 福富ダム 

AE大草川 E

おおくさがわ

 
AE三河 E

みごう

Aダム 三原市 

３水系 ５河川 
６ダム 

(うち県管理3ダム) 
３者 ７者 

 

３ 協定の締結 

令和２年８月31日 

 

４ 今後の対応 

協定内容を踏まえ，県管理ダムにおいては，９月上旬の事前放流の運用開始を目指し，操作規程の整

備等の事前放流の実施体制を確保するとともに，市町等と連携して住民等に周知していく。 

 

〔参考〕事前放流等のイメージ 

  
（事前放流前） 

資 料 提 供 
令和２年８月31日 

課名： 道路河川管理課  河川課     
担当： 村中       武田      
内線： 3884       3928      
直通： 082-513-3923   082-513-3936  



 
治水協定対象ダム【二級河川（県管理）】 

 

水系名 河川名 ダム名 ダム管理者 目的（協定者） 協定時期 

八幡川 八幡川 

魚切ダム 

広島県 

多目的  上水(県企業局) 
発電((株)ｴﾈﾙｷﾞｱ･ｿﾘｭｰｼ
ｮﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ｻｰﾋﾞｽ) 8月25日 

梶毛ダム 治水 

AE二 E

に

AAE河 E

こう

AA

E川 E

がわ

 

二河川 本庄ダム 呉市 上水（呉市） 8月31日 

黒瀬川 黒瀬川 

二級ダム 広島県 
多目的  工業用水（呉市） 

発電（中国電力(株)） 
8月31日 

三永ダム 呉市 工業用水（呉市） 

野呂川 野呂川 野呂川ダム 広島県 治水 －※ 

賀茂川 

賀茂川 仁賀ダム 広島県 治水 

8月25日 

A E 葛 E

かつら

AAE子 E

こ

AAE川 E

がわ

 千丈ヶ原ダム 東広島市 農業用水 

沼田川 

AE椋 E

むく

AAE梨 E

なし

AAE川 E

がわ

 椋梨ダム 

広島県 

多目的 上水（県企業局，三原市） 
工業用水（県企業局） 
発電（中国電力㈱） 

8月31日 
沼田川 福富ダム 

多目的 上水 
(県企業局,三原市,東広島市） 

AE大草川 E

おおくさがわ

 
AE三河 E

みごう

Aダム 三原市 農業用水 

藤井川 
AE木門 E

き も ん

AAE田川 E

でんがわ

 竜泉寺ダム 藤井川沿岸土地改良区 
上水(県企業局) 

農業用水(藤井川沿岸土地改良区) 
8月25日 

7水系 10河川 
12ダム 

(うち県管理7ダム) 
５者 8者  

 
  ※ 野呂川については，関係利水者がないため，治水協定は必要ないが，他の水系と同様に事前放流は実

施する。 
 
 
 


